
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
百
七
十
四
号

労
働
基
準
監
督
機
関
令

（
労
働
基
準
監
督
官
の
任
用
）

第
一
条
　
労
働
基
準
監
督
官
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
る
労
働
基
準
監
督
官
を
採
用
す
る
た
め
の
試
験
に
合
格
し
た
者
の
う
ち
か
ら
任
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
に
定
め
る
職
務
の
級
が
四
級
以
上
で
あ
る
者
又
は
同
表
の
適
用
を
受
け
、
か

つ
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
者
を
任
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
の
設
置
等
）

第
二
条
　
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
は
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
九
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
必
要
と
す
る
事
案
が
生
じ
た
場
合
に
、
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

②
　
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
は
、
九
人
の
委
員
で
組
織
し
、
労
働
基
準
法
第
九
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
項
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

③
　
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
の
委
員
は
、
第
一
項
の
事
案
が
生
じ
た
場
合
に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

④
　
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
の
委
員
は
、
労
働
政
策
審
議
会
の
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
、
使
用
者
を
代
表
す
る
委
員
及
び
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
各
別
に
互
選
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
各
一
人
並
び
に
学
識
経
験
者

（
厚
生
労
働
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
作
成
し
た
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
委
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
か
ら
六
人
を
任
命
す
る
。

⑤
　
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
の
委
員
は
、
第
一
項
の
事
案
に
係
る
処
理
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

⑥
　
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
の
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
の
会
長
）

第
三
条
　
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
に
会
長
を
置
く
。
会
長
は
、
労
働
政
策
審
議
会
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
た
委
員
が
こ
れ
に
当
た
る
。

②
　
会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

③
　
会
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
委
員
が
会
長
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
の
議
事
）

第
四
条
　
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
は
、
会
長
が
委
員
に
対
し
適
当
な
方
法
で
通
知
を
し
て
招
集
し
、
そ
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。
可
否
同
数
で
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

②
　
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
は
、
委
員
の
三
分
の
二
以
上
又
は
労
働
政
策
審
議
会
の
委
員
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
た
委
員
一
人
以
上
及
び
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
た
委
員
二
人
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
議
事
を

開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

③
　
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
の
会
長
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
五
日
以
内
に
、
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
意
見
の
陳
述
）

第
五
条
　
関
係
行
政
機
関
の
職
員
は
、
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
の
会
長
の
許
可
を
受
け
て
、
会
議
に
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
の
庶
務
）

第
六
条
　
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
七
条
　
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
に
諮
つ
て
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
四
月
二
八
日
政
令
第
九
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
七
月
一
〇
日
政
令
第
一
五
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
し
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
八
月
一
三
日
政
令
第
二
二
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
七
月
一
日
政
令
第
二
三
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
六
月
一
五
日
政
令
第
一
九
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
五
年
五
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
八
月
三
〇
日
政
令
第
三
七
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
一
二
月
二
六
日
政
令
第
四
二
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
一
月
二
一
日
政
令
第
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1



附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
二
八
日
政
令
第
三
四
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
五
月
三
〇
日
政
令
第
一
五
一
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
四
月
一
二
日
政
令
第
六
二
号
）

こ
の
政
令
中
、
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
昭
和
四
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
五
月
二
三
日
政
令
第
一
九
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
政
令
第
二
一
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第
三
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
（
第
四
十
二
条
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

一
　
略

二
　
労
働
基
準
監
督
機
関
令

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
七
日
政
令
第
二
五
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
三
日
政
令
第
三
九
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
労
働
基
準
監
督
機
関
令
、
労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
施
行
令
、
最
低
賃
金
審
議
会
令
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
、

労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
、
労
働
金
庫
法
施
行
令
及
び
労
働
時
間
の
短
縮
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
労
働
大
臣
又
は
当

該
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
の
権
限
の
一
部
を
委
任
す
る
政
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
こ
れ
ら
の
政

令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
許
可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
で
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
こ

の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
政
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
政
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
五
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
政
令
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
委
員
等
の
任
期
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
従
前
の
審
議
会
の
委
員
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
当
該
委
員
の
任
期
を
定
め
た
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。

一
　
中
央
労
働
基
準
審
議
会

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
二
七
日
政
令
第
三
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
委
員
の
任
期
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
従
前
の
審
議
会
の
委
員
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
当
該
委
員
の
任
期
を
定
め
た
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。

一
　
略

二
　
地
方
労
働
基
準
審
議
会

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
一
日
政
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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